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（下線部が訂正箇所。行数は見出を含む） 

 

●183●183●183●183 頁頁頁頁 15151515 行目行目行目行目 

 この場合、不法行為が成立せず、損害賠償請求権は発生しない。 

 

●184●184●184●184 頁６行目以下頁６行目以下頁６行目以下頁６行目以下 

したがって、顧客吸引力を有する競走馬の名称等を第三者がその所有者に無断で使用するなどして

上記の無体財産権を侵害した場合には、不法行為が成立し、損害賠償請求権が発生すると考えるこ

ともできる。 

② しかし、現行法上、物の名称の使用など、物の無体物としての面の利用に関しては、商標法、著

作権法、不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が、一定の範囲の者に対し、一定の要件の

下に排他的な使用権を付与し、その権利の保護を図っているが、その反面として、その使用権の付与

が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため、各法律は、そ

れぞれの知的財産権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、その排他的な使用権の及ぶ範

囲、限界を明確にしている。上記各法律の趣旨、目的にかんがみると、競走馬の名称等が顧客吸引

力を有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法

令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走

馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様

等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできないも

のというべきである。 

 

●184●184●184●184 頁頁頁頁 14141414 行目行目行目行目（「なお、本判決では、」）以下、全て削除 

 


